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自
然
災
害
（
地
震
、
豪
雪
、
暴
風
、
洪

水
等
）
等
に
よ
り
住
家
、
住
家
以
外
の
不

動
産
又
は
動
産
等
に
被
害
が
あ
っ
た
場

合
、
保
険
金
等
の
請
求
に
必
要
と
な
る

罹
災
証
明
書
等
を
発
行
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
た
び
の
大
雪
に
よ
り
、
住
家
等

に
被
害
が
あ
っ
た
場
合
も
罹
災
証
明
書

等
を
交
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
な
方
は

次
の
と
お
り
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

◆
申
請
者 

所
有
者
ま
た
は
使
用
者 

◆
申
請
に
必
要
な
も
の 

○
罹
災
証
明
書
・
罹
災
届
出
証
明
書
交

付
申
請
書 

○
被
害
の
状
況
が
確
認
で
き
る
写
真 

※
写
真
で
確
認
で
き
な
い
場
合
は
現
地

調
査
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。 

※
申
請
書
は
、
役
場
総
務
課
、
両
支
所
に

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

◆
申
請
先 

総
務
課 

消
防
防
災
係 

※
両
支
所
で
も
申
請
可
能
で
す
。 

□
問
合
せ
先 

 

総
務
課 

消
防
防
災
係 

℡ 

74-

２
１
１
２ 

    

こ
の
た
び
の
大
雪
に
よ
り
、
農
業
用

パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
の
被
害
（
倒
壊
・
損
壊
）

が
発
生
し
て
い
ま
す
。
農
林
水
産
課
で

は
、
次
の
と
お
り
受
付
・
相
談
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。 

◆
保
険
請
求
や
融
資
の
手
続
き
に
必

要
な
「
施
設
等
被
災
証
明
書
」
を
発
行

し
ま
す
。
必
要
な
方
は
農
林
水
産
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

◆
被
害
状
況
把
握
の
た
め
、
ハ
ウ
ス
や

農
業
用
倉
庫
な
ど
に
倒
壊
や
損
壊
が

あ
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
農
林
水
産

課
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。 

◆
重
要 

雪
片
付
け
や
ハ
ウ
ス
を
片
付
け
る

前
に
、
被
害
状
況
が
わ
か
る
「
全
景
」

と
「
損
壊
箇
所
」
の
撮
影
を
お
願
い
し

ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

農
林
水
産
課 

℡ 

74-

４
４
１
１ 

    

国
の
「
重
点
支
援
地
方
交
付
金
」
を
活

用
し
、
町
民
の
皆
さ
ま
へ
深
浦
町
生
活

応
援
商
品
券
を
配
付
し
ま
す
。
３３
月月
下下

旬旬
かか
らら
順順
次次
、、
郵郵
送送
しし
まま
すす
のの
でで
、、
ごご
利利

用用
くく
だだ
ささ
いい
。。 

  

郵郵
便便
物物
のの
宛宛
名名
をを
カカ
タタ
カカ
ナナ
でで
表表
記記

しし
まま
すす
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

◆
対
象
と
な
る
方 

令
和
８
年
１
月
31
日
時
点
で
深
浦

町
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
方 

（
１１
人人
にに
つつ
きき
１１
通通
、、
ゆゆ
うう
パパ
ッッ
クク
にに

てて
送送
付付
） 

◆
送
付
品 

１
万
５
千
円
分
の
商
品
券 

（
１１
千千
円円
券券
1155
枚枚
つつ
づづ
りり
） 

◆
使
用
期
間 

到
着
後
、
す
ぐ
に
ご
使
用
で
き
ま
す
。

使
用
期
限 

７
月
31
日
（
金
）
ま
で

◆
取
扱
店
舗 

町
内
店
舗
で
利
用
で
き
ま
す
。
取
扱

店
舗
一
覧
表
を
同
封
し
ま
す
の
で
、
ご

確
認
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

観
光
課 

商
工
振
興
係 

℡ 

74-

４
４
１
２ 

罹罹
災災
証証
明明
書書
・・  

罹罹
災災
届届
出出
証証
明明
書書
にに
つつ
いい
てて  

大大
雪雪
にに
よよ
るる
農農
業業
用用
施施
設設  

被被
害害
へへ
のの
対対
応応
にに
つつ
いい
てて  

深深
浦浦
町町
生生
活活
応応
援援
商商
品品
券券
のの

配配
付付
にに
つつ
いい
てて  
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新
入
学
時
の
経
済
的
負
担
軽
減
を
図

る
た
め
、
祝
金
を
支
給
し
ま
す
。 

対
象
児
童
生
徒
の
保
護
者
に
通
知
済

み
で
す
の
で
、期
限
ま
で
に
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。 

◆
対
象
児
童
生
徒
（
申
請
時
） 

○
中
学
校
３
年
生
（
平
成
22
年
４
月
２

日
～
平
成
23
年
４
月
１
日
生
） 

○
小
学
校
６
年
生
（
平
成
25
年
４
月
２

日
～
平
成
26
年
４
月
１
日
生
） 

○
年
長
・
５
歳
児
（
平
成
31
年
４
月
２

日
～
令
和
２
年
４
月
１
日
生
） 

◆
申
請
者
（
保
護
者
） 

深
浦
町
に
住
民
基
本
台
帳
登
録
さ

れ
、
申
請
時
に
現
に
居
住
し
、
引
き
続

き
町
内
に
住
所
を
有
す
る
予
定
で
あ

る
者
で
対
象
と
な
る
子
ど
も
を
養
育

し
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
者 

◆
支
給
額 

対
象
児
童
１
人
に
つ
き
10
万
円 

◆
提
出
書
類 

○
様
式
第
１
号 

深
浦
町
子
育
て
応

援
入
学
・
卒
業
祝
金
申
請
書 

 

○
振
込
先
が
確
認
で
き
る
も
の
（
通
帳

等
）
の
写
し 

○
対
象
児
童
生
徒
の
生
年
月
日
が
確

認
で
き
る
も
の
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、
保

険
証
等
）
の
写
し 

◆
提
出
期
限 

２
月
27
日
（
金
） 

◆
提
出
先 

福
祉
課
、
大
戸
瀬
支
所
、
岩
崎
支
所

◆
そ
の
他 

期
限
ま
で
に
提
出
が
な
か
っ
た
場

合
、
申
請
の
意
思
が
な
い
と
し
て
判
断

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

福
祉
課 

子
育
て
支
援
係 

℡ 
74-

２
１
１
７ 

     

国
の
「
重
点
支
援
地
方
交
付
金
」
及

び
県
の
「
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
灯
油

購
入
費
助
成
事
業
費
補
助
金
」
を
活
用

し
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
と
均
等
割
の

み
課
税
世
帯
を
対
象
と
し
て
灯
油
購

入
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。 

◆
支
給
額 

１
世
帯
当
た
り
１
万
円(

１
世
帯
に

つ
き
１
回
限
り) 

◆
支
給
対
象
世
帯 

令
和
７
年
度
住
民
税
に
お
い
て 

○
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
方

で
あ
る
世
帯 

○
世
帯
全
員
が
住
民
税
均
等
割
の
み

が
課
税
の
方
で
あ
る
世
帯 

○
住
民
税
均
等
割
の
み
が
課
税
の
方

と
住
民
税
非
課
税
の
方
だ
け
で
構
成

さ
れ
る
世
帯 

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯 

◆
案
内
発
送
時
期 

２
月
10
日
（
予
定
）
以
降
順
次
発
送

◆
各
種
案
内
に
つ
い
て 

○
深
浦
町
生
活
困
窮
世
帯
に
対
す
る

灯
油
購
入
費
助
成
金
の
お
知
ら
せ 

 

受
給
口
座
が
確
認
で
き
た
世
帯
に

お
送
り
す
る
封
書
で
す
。（
申申
請請
不不
要要
）

 

○
深
浦
町
生
活
困
窮
世
帯
に
対
す
る

灯
油
購
入
費
助
成
金
要
件
確
認
書 

 

受
給
口
座
等
の
確
認
が
必
要
な
世

帯
に
お
送
り
し
ま
す
。（
要要
申申
請請
） 

※
記
載
内
容
を
ご
確
認
の
う
え
、
必
要

事
項
を
記
入
し
口
座
情
報
が
確
認
で

き
る
書
類
の
コ
ピ
ー
を
添
え
、
同
封
の

返
信
用
封
筒
で
ご
返
送
く
だ
さ
い
。 

・
返
送
期
限 
２
月
27
日
（
金
） 

※
当
日
消
印
有
効 

○
深
浦
町
生
活
困
窮
世
帯
に
対
す
る

灯
油
購
入
費
助
成
金
申
請
書 

世
帯
主
宛
て
に
「
申
請
書
」
な
ど
を

同
封
し
た
案
内
を
お
送
り
し
ま
す
。
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
同
封
の
返
信
用

封
筒
で
ご
返
送
く
だ
さ
い
。
（
要要
申申
請請
）

※
令
和
７
年
１
月
２
日
以
降
の
町
外

転
入
者
が
居
る
世
帯
で
深
浦
町
に
お

い
て
令
和
７
年
度
分
の
課
税
状
況
が

確
認
で
き
な
い
場
合
や
、
Ⅾ
Ⅴ
等
に
よ

る
避
難
者
で
避
難
先
に
住
民
登
録
が

な
い
世
帯
な
ど
が
該
当
し
、
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
。 

・
申
請
期
限 

３
月
19
日(

木) 

※
当
日
消
印
有
効 

◆
給
付
金
を
か
た
っ
た
「
振
り
込
め
詐

欺
」
や
「
個
人
情
報
の
搾
取
」
に
注
意

 

町
か
ら
問
い
合
わ
せ
を
行
う
こ
と

は
あ
り
ま
す
が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お

願
い
す
る
こ
と
や
、
支
給
の
た
め
の
手

数
料
な
ど
の
振
込
み
を
求
め
る
こ
と

は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

不
審
な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
場

合
に
は
、
す
ぐ
に
役
場
窓
口
ま
た
は
最

寄
り
の
警
察
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

福
祉
課 

福
祉
ふ
れ
あ
い
係 

℡ 

74-

２
１
１
７ 

生生
活活
困困
窮窮
世世
帯帯
にに
対対
すす
るる  

灯灯
油油
購購
入入
費費
助助
成成
金金
のの  

おお
知知
らら
せせ  

深深
浦浦
町町
子子
育育
てて
応応
援援
入入
学学
・・

卒卒
業業
祝祝
金金
にに
つつ
いい
てて  



      

◆
「
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
申

請
の
お
知
ら
せ
」
の
送
付
に
つ
い
て 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し

て
い
る
方
で
、
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
の
自
己
負
担
額
の
１
年
分
（
令
和

６
年
８
月
１
日
～
令
和
７
年
７
月
31

日
）
の
合
算
額
が
限
度
額
（
下
記
表
を

参
照
）
を
超
え
た
場
合
、
そ
の
超
え
た

金
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
（
５
０
０
円
以

下
の
場
合
は
対
象
外
）
。
世
帯
内
に
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い

る
方
が
複
数
い
る
場
合
は
、
世
帯
で
合

算
し
て
支
給
額
を
計
算
し
ま
す
。 

 

支
給
要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ

る
世
帯
に
は
、
２
月
下
旬
（
予
定
）
に

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

か
ら
「
支
給
申
請
の
お
知
ら
せ
」
を
送

付
し
ま
す
。
お
知
ら
せ
が
届
い
た
方
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

対
象
期
間
中
に
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
た
方
や
転
入
し
て
き

た
方
等
が
い
る
世
帯
に
は
、
支
給
対
象

と
な
る
世
帯
で
も
「
支
給
申
請
の
お
知

ら
せ
」
が
送
付
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
対
象
に
な
る
と
思
わ
れ
る

方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

○
限
度
額
に
つ
い
て 

             

※
１
：
課
税
所
得
６
９
０
万
円
以
上
の

方 ※
２
：
課
税
所
得
３
８
０
万
円
以
上
６

９
０
万
円
未
満
の
方 

※
３
：
課
税
所
得
１
４
５
万
円
以
上
３

８
０
万
円
未
満
の
方 

※
４
：
世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税

の
方 

※
５
：
世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税

の
方
の
う
ち
、
世
帯
員
全
員
の
各
所
得

金
額
が
０
円
の
方
（
公
的
年
金
の
場
合

は
収
入
が
年
額
80
．
６
７
万
円
以
下
）

◆
申
請
に
必
要
な
も
の 

・
支
給
申
請
書 

・
支
給
申
請
の
お
知
ら
せ 

・
マ
イ
ナ
保
険
証
又
は
後
期
高
齢
者
医

療
資
格
確
認
書 

・
介
護
保
険
被
保
険
者
証 

・
個
人
番
号
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
） 

・
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
身
元
の
わ
か

る
も
の
） 

・
印
鑑
（
認
印
）
※
申
請
者
と
受
領
者

が
異
な
る
場
合
は
両
者
の
押
印
が
必

要
で
す
。 

・
通
帳
（
ま
た
は
通
帳
の
コ
ピ
ー
）
等

口
座
情
報
の
わ
か
る
も
の 

◆
医
療
費
通
知
書
の
送
付
・
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
の
設
置
に
つ
い
て 

年
に
１
回
、
医
療
費
通
知
書
を
送
付

し
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
よ
り
医
療

費
通
知
書
を
活
用
し
て
医
療
費
控
除

の
申
告
を
さ
れ
る
方
々
の
利
便
性
向

上
の
た
め
、
年
２
回
送
付
し
ま
す
。 

最
初
に
11
か
月
分
（
１
月
～
11
月

診
療
分
）
を
２
月
中
旬
に
、
残
り
１
か

月
分
（
12
月
診
療
分
）
を
３
月
中
旬
に

到
着
す
る
よ
う
送
付
し
ま
す
。 

２
月
中
に
確
定
申
告
さ
れ
る
方
は
、
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11
か
月
分
の
医
療
費
通
知
書
と
医
療

機
関
発
行
の
領
収
書
（
12
月
診
療
分
）

を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち

の
方
は
、
確
定
申
告
に
活
用
す
る
た
め

の
１
年
分
の
医
療
費
通
知
情
報
を
２

月
上
旬
頃
か
ら
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で

取
得
可
能
で
す
。 

医
療
費
通
知
書
に
関
し
て
ご
不
明

な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
お
電
話

の
際
は
、
被
保
険
者
番
号
が
わ
か
る
も

の
（
資
格
確
認
書
な
ど
）
を
ご
用
意
く

だ
さ
い
。 

○
後
期
高
齢
者
医
療
費
通
知
書
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー 

℡ 

０
１
２
０-

９
０
５-

２
４
４ 

・
受
付
期
間 

 

２
月
２
日
～
３
月
19
日
ま
で 

（
土
日
祝
を
除
く
） 

・
受
付
時
間 

９
時
～
17
時 

□
問
合
せ
先 

 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合 

℡ 

０
１
７-

７
２
１-

３
８
２
１ 

福
祉
課 

℡ 

74-

２
１
１
７ 

  

後後
期期
高高
齢齢
者者
医医
療療  

被被
保保
険険
者者
のの
皆皆
ささ
まま
へへ  

所得区分 
自己負担限度額 

（後期高齢者医療＋介護保険） 

現役並み所得Ⅲ※1 ２１２万円 

現役並み所得Ⅱ※2 １４１万円 

現役並み所得Ⅰ※3 ６７万円 

一般Ⅰ 一般Ⅱ ５６万円 

低所得Ⅱ   ※4 ３１万円 

低所得Ⅰ   ※5 １９万円 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

広報ふかうら（お知らせ版）④ 
    

「
津
軽
洋
上
風
力
発
電
事
業
環
境

影
響
評
価
準
備
書
」
を
縦
覧
し
、
住
民

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。 

◆
事
業
者
に
つ
い
て 

○
事
業
者 

つ
が
る
オ
フ
シ
ョ
ア
エ

ナ
ジ
ー
合
同
会
社 

○
代
表
者 

代
表
社
員 

株
式
会
社

Ｊ
Ｅ
Ｒ
Ａ
職
務
執
行
者 

由
井
原 

篤 

○
所
在
地 

 

つ
が
る
市
木
造
有
楽
町
45-

１ 

◆
対
象
事
業
に
つ
い
て 

○
名
称 

津
軽
洋
上
風
力
発
電
事
業 

○
種
類 

風
力
発
電
所
設
置
事
業 

（
洋
上
）

○
規
模 

発
電
設
備
出
力 

 

61
万
５
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト 

◆
対
象
事
業
実
施
区
域 

つ
が
る
市
、
西
津
軽
郡
鰺
ヶ
沢
町
の

沿
岸
及
び
沖
合 

◆
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
地
域 

つ
が
る
市
、
西
津
軽
郡
鰺
ヶ
沢
町
、

深
浦
町 

 

◆
縦
覧
に
つ
い
て 

○
縦
覧
の
場
所 

 

深
浦
町
総
合
戦
略
課
、
大
戸
瀬
支
所 

○
電
子
縦
覧 

h
t
t
p
s
:
/
/t
su
g
a
r
u
-
o
e.
co
.
j
p 

○
期
間 

３
月
12
日
（
木
）
ま
で 

◆
意
見
書
の
提
出 

環
境
影
響
評
価
準
備
書
に
つ
い
て
、

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
ご
意
見
を

お
持
ち
の
方
は
、
書
面
に
住
所
・
氏
名
・

意
見
（
意
見
の
理
由
を
含
む
）
を
ご
記

入
の
う
え
、
令
和
８
年
３
月
26
日
（
木
）

ま
で
に
、
縦
覧
場
所
に
備
え
付
け
の
意

見
書
箱
に
投
函
す
る
か
、
左
記
の
問
い

合
わ
せ
先
へ
郵
送
く
だ
さ
い
。（
当
日
消

印
有
効
） 

◆
住
民
説
明
会
（
予
定
） 

○
場
所 

深
浦
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー
（
深
浦
町
北
金
ケ
沢
塩
見
形
４
０

６-

１
） 

○
日
時 

２
月
27
日
（
金
） 

18
時
か
ら
20
時 

□
問
合
せ
先 

つ
が
る
オ
フ
シ
ョ
ア
エ
ナ
ジ
ー
合
同

会
社 ℡ 

０
１
７
３-

26-

７
３
１
５ 

〒
０
３
８-

３
１
３
５ 

 

つ
が
る
市
木
造
有
楽
町
45-

１ 

    

農
家
の
み
な
さ
ん
が
各
分
析
機
関

で
土
壌
分
析
診
断
を
行
っ
た
際
の
料

金
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。 

土
壌
分
析
診
断
に
よ
る
土
づ
く
り

農
業
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。 

◆
助
成
額 

 

１
検
体
に
つ
き
１
千
円 

（
料
金
が
１
千
円
未
満
の
場
合
は
当

該
料
金
の
額
） 

◆
助
成
対
象
者 

 

町
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
深
浦

町
暴
力
団
排
除
条
例
に
違
反
し
な
い

こ
と 

◆
申
請
方
法 

 

所
定
の
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

載
の
う
え
必
要
書
類
を
添
付
し
、
役
場

農
林
水
産
課
ま
た
は
最
寄
り
の
役
場

支
所
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
（
役
場
農

林
水
産
課
へ
の
郵
送
可
） 

申
請
書
の
様
式
は
、
役
場
農
林
水
産

課
ま
た
は
最
寄
り
の
役
場
支
所
に
備

え
付
け
の
も
の
を
ご
使
用
い
た
だ
く

か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
く
だ

さ
い
。 

◆
必
要
書
類 

①
申
請
書 

②
土
壌
分
析
診
断
料
金
の
領
収
書
の

写
し 

③
土
壌
分
析
診
断
結
果
を
記
載
し
た

書
類
（
診
断
書
）
の
写
し 

④
助
成
金
の
振
込
先
口
座
の
通
帳
の

写
し
（
金
融
機
関
名
・
預
金
種
別
・
口

座
番
号
・
口
座
名
義
人
が
わ
か
る
部

分
） 

・
申
請
は
随
時
受
け
付
け
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

農
林
水
産
課 

農
業
振
興
係 

℡ 

74-

４
４
１
１ 

    

鰺
ヶ
沢
町
地
域
職
業
相
談
室
は
、
令

和
８
年
３
月
27
日
（
金
）
を
も
っ
て
廃

止
と
な
り
ま
す
。
今
後
お
仕
事
に
関
す

る
相
談
は
、
鰺
ヶ
沢
中
央
公
民
館
及
び

深
浦
町
役
場
に
設
置
し
て
い
る
「
オ
ン

ラ
イ
ン
相
談
ブ
ー
ス
」
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
五
所
川
原 

℡ 

０
１
７
３-

34-

３
１
７
１ 

津津
軽軽
洋洋
上上
風風
力力
発発
電電
事事
業業  

住住
民民
説説
明明
会会
にに
つつ
いい
てて  

土土
壌壌
分分
析析
診診
断断
のの  

費費
用用
をを
助助
成成
しし
まま
すす  

鰺鰺
ヶヶ
沢沢
町町
地地
域域
職職
業業  

相相
談談
室室
のの
廃廃
止止
にに
つつ
いい
てて  



    

町
内
の
中
小
企
業
者
を
対
象
に
、
国

の
「
重
点
支
援
地
方
交
付
金
」
を
活
用

し
、
事
業
継
続
に
向
け
た
支
援
金
を
給

付
し
ま
す
。
要
件
、
様
式
等
は
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

該
当
す
る
事
業
者
は
、
観
光
課
へ
申

請
く
だ
さ
い
。 

◆
対
象
事
業
者 

深
浦
町
内
に
事
業
所
を
有
す
る
中

小
企
業
者
（
た
だ
し
、
農
林
水
産
業
、

農
水
産
加
工
業
、
福
祉
・
医
療
関
連
、

宗
教
団
体
を
除
く
） 

◆
支
給
額 

○
宿
泊
業 

・
ホ
テ
ル
・
旅
館
営
業 

 

20
万
円 

・
簡
易
宿
所
営
業 

 
 
 

10
万
円 

○
飲
食
業 

 
 

 
 
 
 

10
万
円 

○
建
設
業
等 

 
 

・
法
人
事
業
者 
 

 
 
 

10
万
円 

・
個
人
事
業
主 

 
 
 
 

５
万
円 

○
小
売
業
等 

 
 

 
 
 

５
万
円 

○
そ
の
他
個
人
事
業 

 
 

２
万
円 

◆
申
請
期
限 

４
月
30
日
（
木
）
ま
で 

□
申
請
・
問
合
せ
先 

観
光
課 

観
光
振
興
係 

℡ 

74-

４
４
１
２ 

  

  

日
本
赤
十
字
社
は
、
災
害
発
生
時
に

医
療
チ
ー
ム
の
派
遣
や
救
援
物
資
の
配

布
の
ほ
か
、
献
血
、
国
内
救
護
、
海
外
救

援
、
防
災
・
減
災
の
普
及
啓
発
や
赤
十
字

奉
仕
団
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な

ど
様
々
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
。 

こ
う
し
た
活
動
が
継
続
で
き
る
の

は
、
す
べ
て
、
皆
さ
ま
か
ら
寄
せ
ら
れ
る

会
費
や
寄
付
金
に
よ
る
も
の
で
す
。 

赤
十
字
会
員
加
入
・
活
動
資
金
の
募

集
へ
の
ご
理
解
と
、
皆
さ
ま
か
ら
の
あ

た
た
か
い
ご
支
援
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。 なな

おお
、、
地地
区区
ごご
とと
にに
取取
りり
扱扱
いい
がが
異異
なな

りり
まま
すす
のの
でで
、、
ごご
確確
認認
のの
うう
ええ
対対
応応
しし
てて

くく
だだ
ささ
いい
。。  

◆
戸
別
集
金
若
し
く
は
自
治
会
費
で
納

め
る
地
区
（
来
庁
不
要
） 

舮
作
、
横
磯
、
３
区
、
４
区
、
５
区
、

６
区
、
７
区
、
崎
の
町
、
川
原
町
、
長
慶

平
、
東
野
、
広
戸
、
松
原
、
驫
木
、
風
合

瀬
、
晴
山
、
北
金
１
区
、
北
金
２
区
、
北

金
３
区
、
関
、
柳
田
、
沢
辺
、
岩
崎
下
、

岩
崎
上
、
正
久
、
森
山
、
松
神
、
黒
崎 

◆
役
場
福
祉
課
・
支
所
で
納
め
る
地
区 

12
区
、
相
野
山
、
塩
見
崎
、
田
野
沢
、

岩
坂
、
岩
崎
中
、
大
間
越 

※
地
区
に
よ
っ
て
は
、
交
通
災
害
共
済

加
入
金
の
集
金
方
法
と
異
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

福
祉
課 

℡ 

74-

２
１
１
７
（
内
線
１
３
２
）

   

  

令
和
８
年
度
交
通
災
害
共
済
の
加
入

受
付
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。「
１
日
１

円
」
の
共
済
で
す
が
、
交
通
事
故
通
院
１

日
か
ら
見
舞
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。 

共
済
期
間
は
令
和
８
年
４
月
１
日
か

ら
令
和
９
年
３
月
31
日
と
な
り
ま
す
。

ぜ
ひ
、
家
族
そ
ろ
っ
て
加
入
し
ま
し
ょ

う
。（
保
育
園
入
所
者
お
よ
び
小
・
中
学

生
は
、
保
育
園
又
は
学
校
で
団
体
加
入

す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
） 

なな
おお
、、
地地
区区
ごご
とと
にに
納納
めめ
方方
がが
異異
なな

りり
まま
すす
のの
でで
、、
確確
認認
のの
上上
、、
対対
応応
しし
てて
くく

だだ
ささ
いい
。。  

◆
会 

費 

年
間
３
５
０
円
／
１
人 

◆
戸
別
集
金
若
し
く
は
自
治
会
費
で
納

め
る
地
区
（
来
庁
不
要
） 

舮
作
、
横
磯
、
３
区
、
５
区
、
６
区
、

７
区
、
崎
の
町
、
川
原
町
、
長
慶
平
、

東
野
、
広
戸
、
松
原
、
驫
木
、
風
合
瀬
、

晴
山
、
関
、
柳
田
、
沢
辺
、
正
久
、
森

山
、
松
神
、
黒
崎 

◆
加
入
希
望
者
が
窓
口
で
手
続
き
を
す

る
地
区
（
用
紙
は
役
場
福
祉
課
・
支
所

に
あ
り
ま
す
） 

４
区
、
12
区
、
相
野
山
、
塩
見
崎
、

田
野
沢
、
北
金
１
区
、
北
金
２
区
、
北

金
３
区
、
岩
坂
、
岩
崎
下
、
岩
崎
中
、

岩
崎
上
、
大
間
越 

※
地
区
に
よ
っ
て
は
、
赤
十
字
会
費
の

集
金
方
法
と
異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

福
祉
課 

℡ 

74-

２
１
１
７
（
内
線
１
３
２
）

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑤ 

赤赤
十十
字字
会会
員員
加加
入入
・・  

活活
動動
資資
金金
へへ
のの
ごご
協協
力力
をを  

おお
願願
いい
しし
まま
すす  

交交
通通
災災
害害
共共
済済
にに  

加加
入入
しし
まま
しし
ょょ
うう  

深深
浦浦
町町
物物
価価
高高
騰騰
対対
策策  

中中
小小
企企
業業
者者
支支
援援
金金
のの  

給給
付付
にに
つつ
いい
てて  



  
広報ふかうら（お知らせ版）⑥ 

    

当
調
査
は
、
お
住
ま
い
の
地
域
の
観

光
に
対
す
る
考
え
方
や
思
い
を
知
る

た
め
の
も
の
で
す
。
い
た
だ
い
た
回
答

は
、
津
軽
地
域
の
観
光
促
進
の
た
め
の

参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

◆
特
典 

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
回
答
い
た
だ
い

た
方
の
中
か
ら
抽
選
で
、
３
か
月
ご
と

に
15
名
様
へ
津
軽
地
域
の
特
産
品
セ

ッ
ト
（
３
，
０
０
０
円
相
当
）
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
い
た
し
ま
す
。 

◆
調
査
期
間 

２
月
末
ま
で 

※
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
は
、
お
一
人
様

１
回
ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

     

□
問
合
せ
先 

（
一
社
）C
la
n
P
E
O
N
Y

津
軽 

℡ 

０
１
７
２-

88-

６
０
９
０ 

ﾒｰﾙ 
c
p
t
s
u
ga
ru
@
g
m
a
i
l
.c
om
 

 

    

『
認
知
症
と
は
ど
の
よ
う
な
病

気
？
』
な
ど
基
本
的
な
こ
と
か
ら
、
認

知
症
の
方
を
地
域
で
見
守
り
、
共
に
暮

ら
し
て
い
く
た
め
に
知
っ
て
お
い
て
い

た
だ
き
た
い
認
知
症
の
症
状
や
対
応
方

法
な
ど
に
つ
い
て
、
研
修
会
を
開
催
し

ま
す
。
認
知
症
の
こ
と
を
知
り
た
い
方

は
、
ぜ
ひ
研
修
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

◆
日
時 

３
月
12
日
（
木
） 

14
時
～
15
時
30
分 

◆
会
場 

深
浦
町
役
場
１
階 

 

町
民
文
化
ホ
ー
ル 

◆
内
容 

「
あ
た
ま
と
か
ら
だ
を
元
気
に
す
る

Ⅿ
Ｃ
Ｉ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
に
つ
い
て 

◆
講
師 

津
軽
保
健
生
活
協
同
組
合 

 

健
生
五
所
川
原
診
療
所 

所
長 

津
川 

信
彦 

医
師 

◆
定
員 

50
人 

 

◆
申
込 

 

２
月
27
日
（
金
）
ま
で
に
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
に
電
話
で
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。 

□
申
込
・
問
合
せ
先 

深
浦
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

℡ 

74-

４
４
２
１ 

    

令
和
９
年
歌
会
始
の
お
題
に
つ
い
て

「
旅
」
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
お
題
は

「
旅
」
で
す
が
、
歌
を
詠
む
場
合
は
「
旅
」

の
文
字
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
れ
ば
よ

く
、「
旅
路
」、「
旅
籠
」
、「
旅
愁
」
の
よ

う
な
熟
語
に
し
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま

せ
ん
。 

詠
進
歌
の
詠
進
要
領
や
注
意
事
項
は

宮
内
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。 

◆
詠
進
の
期
間 

 

お
題
発
表
の
日
か
ら
９
月
30
日
ま

で
と
し
、
郵
便
の
場
合
は
、
消
印
が
９
月

30
日
ま
で
の
も
の
を
有
効
と
し
ま
す
。

◆
郵
便
の
あ
て
先 

「
〒
１
０
０-
８
１
１
１ 

宮
内
庁
」
と

し
、
封
筒
に
「
詠
進
歌
」
と
書
き
添
え
て

く
だ
さ
い
。
詠
進
歌
は
、
小
さ
く
折
っ

て
封
入
し
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ

ん
。 

◆
そ
の
他 

 

疑
問
が
あ
る
場
合
に
は
、
直
接
、
宮

内
庁
式
部
職
あ
て
に
、
郵
便
番
号
、
住

所
、
氏
名
を
書
き
、
返
信
用
切
手
を
は

っ
た
封
筒
を
添
え
て
、
９
月
20
日
ま

で
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

ま
た
は
、
宮
内
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
ww
w.
k
u
n
a
i
c
ho
.g
o
.
j
p
/

）
を

ご
参
照
く
だ
さ
い
。 

     □
問
合
せ
先 

宮
内
庁
式
部
職
儀
式
第
二
係 

〒
１
０
０-

８
１
１
１ 

東
京
都
千
代
田
区
千
代
田
１-

１ 

℡ 

03-

３
２
１
３-

１
１
１
１ 

FAX 

03-

３
２
８
２-

１
４
０
４ 

 

深深
浦浦
町町
認認
知知
症症
研研
修修
会会  

開開
催催
のの
おお
知知
らら
せせ  

住住
民民
観観
光光
意意
識識
調調
査査
へへ
のの  

ごご
協協
力力
のの
おお
願願
いい  

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
・
プ
レ
ゼ

ン
ト
応
募
は
コ
チ
ラ
か
ら
▼ 

令令
和和
９９
年年
歌歌
会会
始始
のの
おお
題題  

おお
よよ
びび
詠詠
進進
歌歌
のの  

詠詠
進進
要要
領領
にに
つつ
いい
てて  

宮
内
庁
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
▼ 



  
広報ふかうら（お知らせ版）⑦ 

   

 

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
、
こ
れ
ま

で
任
意
だ
っ
た
相
続
登
記
が
法
律
上

義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。 

 

相
続
人
は
、
不
動
産
（
土
地
・
建
物
）

を
相
続
で
取
得
し
た
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
３
年
以
内
に
、
相
続
登
記
を
法

務
局
に
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 
ま
た
、
遺
産
分
割
の
話
し
合
い
で
不

動
産
を
取
得
し
た
場
合
に
も
、
遺
産
分

割
か
ら
３
年
以
内
に
、
登
記
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。 

詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
す
る
か
、
最
寄
り
の
法
務
局
や

登
記
の
専
門
家
で
あ
る
司
法
書
士
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

  

  

□
問
合
せ
先 

青
森
地
方
法
務
局
登
記
部
門 

℡ 

０
１
７-

７
７
６-

６
２
３
１ 

青
森
地
方
法
務
局
五
所
川
原
支
局 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
３
３
０ 

相相
続続
登登
記記
のの
申申
請請
がが  

義義
務務
化化
ささ
れれ
まま
しし
たた  

法
務
省
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
▼ 

 

   

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
、
こ
れ
ま

で
任
意
だ
っ
た
住
所
、
氏
名
及
び
会
社
・

法
人
の
名
称
の
変
更
登
記
が
法
律
上
義

務
化
さ
れ
ま
す
。 

所
有
権
の
登
記
名
義
人
は
、
住
所
、

氏
名
及
び
会
社
・
法
人
の
名
称
変
更
の

日
か
ら
２
年
以
内
に
、
変
更
登
記
を
法

務
局
に
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

令
和
８
年
４
月
１
日
よ
り
前
に
変
更

が
あ
っ
た
場
合
も
対
象
と
な
り
、
令
和

10
年
３
月
31
日
ま
で
に
変
更
登
記
を

し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
す
る
か
、
最
寄
り
の
法
務
局
や

登
記
の
専
門
家
で
あ
る
司
法
書
士
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

   □
問
合
せ
先 

青
森
地
方
法
務
局
登
記
部
門 

℡ 

０
１
７-
７
７
６-

６
２
３
１ 

青
森
地
方
法
務
局
五
所
川
原
支
局 

℡ 

０
１
７
３-

34-
２
３
３
０ 

    

皆
さ
ま
が
作
成
し
た
自
筆
証
書
遺

言
書
を
法
務
局
に
預
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
遺
言
書
が
あ
れ
ば
自
身
の
財

産
を
確
実
に
ご
家
族
な
ど
に
託
す
こ

と
が
で
き
、
相
続
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル

も
未
然
に
防
止
で
き
ま
す
。 

 

遺
言
者
が
亡
く
な
っ
た
後
に
、
ご
自

身
が
指
定
し
た
方
へ
「
法
務
局
で
遺
言

書
を
保
管
し
て
い
る
」
旨
の
通
知
を
送

付
す
る
サ
ー
ビ
ス
も
あ
り
ま
す
。 

 

遺
言
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
は
、
ぜ

ひ
こ
の
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
す
る
か
、
最
寄
り
の
法
務
局
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

   

□
問
合
せ
先 

青
森
地
方
法
務
局
供
託
課 

℡ 

０
１
７-

７
７
６-

６
２
３
１ 

青
森
地
方
法
務
局
五
所
川
原
支
局 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
３
３
０ 

    

不
動
産
取
得
税
と
は
、
家
屋
を
新

築
・
増
改
築
し
た
と
き
、
土
地
や
家
屋

を
売
買
・
贈
与
・
交
換
な
ど
で
取
得
し

た
と
き
に
一
度
だ
け
課
税
さ
れ
る
県

の
税
金
で
す
。 

 

住
宅
用
の
土
地
を
取
得
し
た
日
か

ら
３
年
以
内
に
、
そ
の
土
地
の
上
に
、

床
面
積
が
50
㎡
以
上
２
４
０
㎡
以
下

の
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
場
合
に
は
、
土

地
の
取
得
に
係
る
不
動
産
取
得
税
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。 

こ
の
軽
減
制
度
を
受
け
る
た
め
に

は
申
告
が
必
要
で
す
。
こ
の
他
に
も
不

動
産
取
得
税
の
軽
減
制
度
が
あ
り
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
県
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

    □
問
合
せ
先 

青
森
県
西
北
県
税
事
務
所 

課
税
課 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
１
１
１ 

住住
所所
・・
名名
前前
のの
変変
更更
登登
記記
がが

義義
務務
化化
ささ
れれ
まま
すす  

法
務
省
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
▼ 

法法
務務
局局
のの
自自
筆筆
証証
書書
遺遺
言言
書書

保保
管管
制制
度度
をを  ごご

利利
用用
くく
だだ
ささ
いい  

法
務
省
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
▼ 

不不
動動
産産
取取
得得
税税
のの  

軽軽
減減
制制
度度
にに
つつ
いい
てて  

県
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
▼ 



 
 

広報ふかうら（お知らせ版）⑧ 

 

 

 

大学、短期大学や専門学校等に進学、または、在学中の方への経済的支援を図るため、高

等教育修学支援資金の貸与を実施しています。 

次のとおり受付しますので、希望される方はお申し込みください。 

 

◆制度の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆申込期限  ３月１８日（水）まで 

 

◆申込方法 

町教育委員会（役場３階）、町民課総合窓口（役場１階）、大戸瀬支所、岩崎支所に備え付

けの「修学支援資金貸与申請書」に以下の書類を添えて町教育委員会へ提出。 

○入学許可書（申請の段階では合格通知書で可）、または、在学証明書の写し 

 

◆貸付条件 

貸与は同一世帯内で１人（借り受け中の方がいる期間は、新規貸与しません） 

 

◆貸付方法 

資金を借り受ける学生自身の預金等口座へ３か月ごと（４・７・１０・１月）に振り込み

します。 

 

◆保証人など 

資金の借入者は当該学生となり、保証人として保護者、他に連帯保証人１名が必要です。 

 また、連帯保証人は、原則、町内在住者で現在所得のある方をお願いしています。 

 町内在住者に連帯保証人がいない場合は、ご相談ください。 

 

◆貸付の決定 

町貸与審査会において審査の上、貸与者を決定し、４月上旬に通知します。 

 貸与決定後、借用証書作成にあたり、申請者、保証人、連帯保証人３者の印鑑登録証明書

が必要となります。当該学生の印鑑登録がお済でない場合は、印鑑登録手続きが必要です。 

 

□問合せ先 深浦町教育委員会 教育課 学務係    

ＴＥＬ ７４－４４１９（直通） 

 

「「高高等等教教育育修修学学支支援援資資金金」」貸貸付付受受付付中中  
～～進進学学者者をを支支援援ししまますす～～  

【【大大学学生生及及びび大大学学院院生生、、短短期期大大学学生生及及びび同同等等のの学学校校】】  

・貸与金額  月額４万円以内 

・貸与期間  ２～６年間（在学期間中）※年度毎の貸与 

・償還期間  貸与終了後直ちに償還が始まり、貸与期間と同期間から２倍 

までの期間内（例：４年間貸与の場合は、８年以内で償還） 

・利    子  無利子 

・貸与者数  大学生、大学院生、短期大学生及び同等の学生 ２０人以内 

・対 象 者  町に引き続き６か月以上居住している者の子等 


